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東 日 本 大 震 災 被 害 の 記 録 （ 学 校 別 個 票 ）

ＮＯ 1002 学校名 荒巻学校給食センター 所在地 　仙台市青葉区荒巻本沢二丁目7番10号

津波浸水 有 無 津波深 ｍ 学校情報 平成15年4月給食提供開始

校舎 被害あり 被害なし 屋体 被害あり 被害なし その他 被害あり 被害なし

補修復旧 新築復旧 補修復旧 新築復旧 共同調理場 補修復旧 新築復旧

＜ 被 害 の 概 要 ＞

（共通） （校舎）

内壁・外壁の被害（クラック，浮き，欠損等） 建物内部・外部給排水管の被害（破損・破断等） 校舎床の被害（クラック，沈下，不陸等）

壁ボードの被害（落下・亀裂等） 空調（暖房・冷房）設備の被害（落下・転倒等） （屋体等）

ＥＸＰ．Ｊの被害（脱落，歪み，外れ等） 昇降口・玄関の被害（玄関タイル・階段の破損，亀裂，沈下等） 受水槽・高架水槽の被害（転倒，亀裂，パネル落下等）

建物

建具の被害（変形，破損等） トイレの被害（タイル破損・配管破損等）

照明器具の被害（脱落，落下破損等） 給油管・ガス管の被害（破断等）

屋体アリーナの被害（床の不陸，沈下・床下束の損傷，ズレ等）

天井材の被害（ズレ，脱落，落下等） 建物周りの被害（犬走り・テラス等沈下，傾斜等） 屋体天井・照明器具の被害（落下・外れ等）

ブレスの被害（撓み，破損等）

建具等のガラスの被害（破損） 受変電設備（キュービクル）の被害

・津波流失 流失建物

特
記
事
項
等

○調理室天井の天吊式レンジーフードの壁体破損，制気口等の落下（これによる主要な大型調理機器等の被害は特になし）。
○ボイラー設備及び配管設備，給排水設備（除害設備を含む）についても被害発生。

渡り廊下 被害あり 被害なし プール 被害あり 被害なし その他 被害あり 被害なし

補修復旧 新築復旧 補修復旧 新築復旧 補修復旧 新築復旧

＜ 被 害 の 概 要 ＞

工作物

（渡り廊下） （プール） （外構）

沈下，傾斜 平板ブロックの被害（不陸，沈下，破損等） 囲障・門の被害（倒壊・傾斜等）

コンクリートの亀裂，破損 プール本体の被害（亀裂・破損等） 鉄棒・遊具等の被害

ＥＸＰ．Ｊ等接続部の亀裂，破損 ろ過器の破損等 自転車置き場の被害（土間亀裂，傾斜等）

給排水配管・循環用配管の破断・破損等

周囲フェンス・付属室等の被害

・津波流失 流失工作物

特
記
事
項
等

被害あり 被害なし 被害箇所 校庭 通学路 駐車場 その他 共同調理場敷地内

土地

＜ 被 害 の 概 要 ＞

（共通） ・法面・擁壁の被害（崩落，擁壁の撓み等） アスファルト舗装等のクラック，沈下等 側溝の沈下，傾斜等

特
記
事
項
等

○その他被害（芝生・植栽沈下，境界ブロック陥没，フェンス基礎クラック等）あり。

被害あり 被害なし

＜ 被 害 の 概 要 ＞

設備

　

・津波流失

特
記
事
項
等

その他

・避難所としての使用 使用施設

使用期間 平成 年

校舎 屋体 武道場 その他 　

使用期間 平成２３年 月 日 ～ 月 日

・学校再開に伴う他の学校施設等の借用 有 無 借用先 　

・応急仮設校舎の対応 設置場所 　

月 日 ～ 平成 年 月 日

・災害復旧完了 平成 23 年 8 月 30 日

○給食提供に支障のない範囲での復旧については7月末の段階で完了し，8月26日より完全給食の提供を再開（なお，牛乳と主食のみの提供につい
ては5月2日より，さらに汁物も加えた給食については7月1日よりそれぞれ実施）。

県記入欄
国 庫 補 助 申 請 有 無 災害査定の回数 千円

特 別 財 政 援 助 有 無 0.168 H24年度 H25年度

1 回 国庫補助金額合計

援 助 率 H23年度

45,554


